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  関西国際空港周辺の医療機関と 

平常時の「緊急診療受け入れに関する協定書」を締結 
 

 

当社は、国内主要空港で初めて、平常時において関西国際空港で発生した傷病者の受け

入れについて、救急搬送実績が多い下記の医療機関との間で「緊急診療受け入れに関する

協定書」を締結いたしました。 

従来、関西国際空港において航空機事故が発生した場合に備え、関西国際空港周辺の医

師会および医療機関等と医療救護活動について協定し、非常時についての協力体制を確保

してまいりましたが、この協定書の締結により、航空機事故に限らず、平常時においても安心

の創造を図り、お客様により一層安心してご利用いただける空港を目指してまいりたいと考え

ております。 

 

 

記 

 

【協定医療機関】 

  ・市立泉佐野病院（泉佐野市） 

    ・府立泉州救命救急センター（泉佐野市） 

    ・佐野記念病院（泉佐野市） 

    ・永山病院（泉南郡熊取町） 

    ・岸和田徳洲会病院（岸和田市） 

    ・青松記念病院（泉佐野市） 

 

【協定書の内容】 

協定医療機関は、関西国際空港で発生した傷病者の受け入れについて、 

可能な限り受け入れを行う。 

 

                                                  以上 
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